
    

 

    

平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ７ 日 （ 水 ）       

長野県移動性・安全性向上検討委員会 
国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 

 〃  中部地方整備局飯田国道事務所 

長 野 県 建 設 部 
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発表記者クラブ 

 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会 

長野県庁会見場・長野市政記者クラブ・長野市政記者会 

 
 

問い合わせ先 
 

●国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所 計画課長 中島
なかじま

 祥
よし

行
ゆき

   

TEL ０２６―２６４―７００９(直通) http://www.ktr.mlit.go.jp/nagano/ 

●国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所 調査設計課長 佐野
さ の

 勇
いさむ

 

TEL ０２６５―５３―７２０４(直通) http://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/   

●長野県建設部 道路建設課 企画幹 油井
ゆ い

 均
ひとし

 

TEL ０２６－２３５－７３０４(直通)  http://www.pref.nagano.lg.jp/ 

““ｲｲﾗﾗｲｲﾗﾗ””（（移移動動性性阻阻害害））箇箇所所・・““ﾊﾊﾗﾗﾊﾊﾗﾗ””（（安安全全性性要要対対策策））箇箇所所のの整整備備効効果果  

～～  第第 88 回回長長野野県県移移動動性性・・安安全全性性向向上上検検討討委委員員会会をを開開催催  ～～  

長野県内の道路の課題を整理し、解決を急ぐべき箇所として平成18年度に”イライ

ラ”(移動性阻害)箇所・”ハラハラ”(安全性要対策)箇所が選定され、これまで各種

対策検討や対策実施を進めて参りました。 

さらに、4回目となるパブリックコメントを平成23年2月7日から実施し、県民や

道路利用者の方々からこれまでの取り組みの満足度に関するアンケート調査を実施い

たしました。 

この4回目のパブリックコメント結果をご報告するとともに、長野県内の最新交通

状況（自転車利用環境への取り組み等）の紹介や、対策完了箇所の整備効果、県民や

道路利用者の方々にとってわかりやすい取り組み内容のあり方について議論いただく

ことを目的とした、「第8回長野県移動性・安全性向上検討委員会」を下記のとおり開

催します。 

 

＜日時＞平成23年12月13日(火)15時30分から 
 
＜場所＞長野市鶴賀字中堰１４５  

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 第一会議室 
 
＜主な予定議事＞ 

◎ 第4回ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの結果報告 

◎ 対策完了箇所の整備効果      等
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第8回長野県移動性・安全性向上検討委員会 

会場のご案内 

 

○ 日 時 ： 平成23年12月13日(火) 15時30分から 

○ 場 所 ： 長野国道事務所 第一会議室 

         長野県長野市鶴賀字中堰１４５ 

 

長野国道事務所 案内図 
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● 長野県移動性・安全性向上検討委員会について 
 

「長野県移動性・安全性向上検討委員会」は、学識経験者や各方面の方々に参加頂き、長野

県内の一般県道以上の道路について、移動性の阻害要因や交通事故要因等を分析し、重点的か

つ効率的な道路行政につながる提言を行うことを目的に、平成 17 年度に組織されました。委

員会では、適宜、県民の皆様や道路利用者の皆様などのご意見を広く頂きながら、解決を急ぐ

べき箇所やその箇所の対策内容の検討・公表を行っております。 

 

＜委員会開催経緯＞ 
 

□ 平成17年12月27日 

第1回移動性向上検討委員会、安全性向上検討委員会設立 
 

□ 平成18年9月22日 

第2回移動性・安全性向上検討委員会（２つの委員会統合） 
 

□ 平成19年3月14日 

第3回移動性・安全性向上検討委員会開催 

パブリックコメント結果 ／ イライラ52箇所、ハラハラ50箇所選定 
 

□ 平成20年1月31日 

第4回移動性・安全性向上検討委員会開催 

イライラ・ハラハラ箇所の対策実施状況 ／パブリックコメント実施について 
 

□ 平成20年3月17日 

第5回移動性・安全性向上検討委員会開催 

パブリックコメント結果 ／ ＰＤＣＡサイクルの推進方法について 
 

□ 平成21年12月17日 

第6回移動性・安全性向上検討委員会開催 

混雑多発箇所選定の取組 ／  

新たなイライラ・ハラハラ箇所抽出とパブリックコメント実施について 
 

□ 平成22年12月13日 

第7回移動性・安全性向上検討委員会開催 

・ 新たなイライラ箇所・ハラハラ箇所（事故ゼロプラン）の抽出・選定につい

て 

 

● ”イライラ”・”ハラハラ”箇所の選定背景 
 
“イライラ”箇所とは、移動性が阻害されている箇所であり、渋滞、通行止め、冬期の積雪など

により思うような走行が出来ずに”イライラ”を感じると思われる箇所を選定いたします。 

”ハラハラ”箇所とは、安全性の確保が必要な箇所であり、交通事故が多く発生し、危険性が高

く、安心して通行や走行ができずに”ハラハラ”と感じると思われる箇所として選定いたします。 

国・地方公共団体の財政が逼迫する中、限られた予算で効率よくサービスを提供する必要があり

ます。また、県民の皆様や道路利用者、さらには納税者の方々にご理解が得られるよう、道路の現

状などを示す様々なデータから課題を分析し、「ＰＤＣＡサイクル」による最適な方法で重点的か

つ効率的に課題を解決していくことが必要であります。 

そのため、パブリックコメントを通じた県民の皆様からのご意見を参考に、平成19 年 3月に、

長野県内の一般県道以上を対象道路としたイライラ箇所52箇所、ハラハラ箇所50箇所が選定され

ました。この各選定箇所における対策事業が完了してきたことから、平成22年 3 月に実施したパ

ブリックコメントを通じて、新たにイライラ箇所8箇所（合計60箇所）、ハラハラ箇所38箇所（合

計88箇所）を同年12月に選定し、ハラハラ箇所については、事故ゼロプラン（事故危険区間重点

解消作戦）に位置付け、事故対策を推進していくこととしています。 
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